
「環境マネジメントマニュアル」
簡易（スリム）版の利用について

国際環境教育研究センター

2018年度用
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平成30年度 「環境マネジメントマニュアル」に関する追加事項



簡易（スリム）版 作成の経緯
• 平成30年1月の駒田学長の年頭の挨拶で、「一歩先」、「スリム化」、
「おしゃれ」の3つのキーワードが発せられました。

• この中の「スリム化」は、「事務手続き業務の簡素化・合理化、会
議・委員会の削減、時間の短縮をはじめとする“スリム化”」です。

• このキーワードを受けて、各部局構成員の「事務手続き業務の簡
素化・合理化」になるようにと、マニュアルの簡易（スリム）版を作
成しました。

• なお、これまで同様「環境マネジメントマニュアル」を基本として、
日々の業務に関わる部分のみを抽出した簡易版になります。

• 「環境マネジメントマニュアル」 と使い分けをして活用ください。 2



マニュアルの相違点
環境マネジメントマニュアル 簡易（スリム）版
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• 37ページ

• 全学対象

• 記入欄なし

• 8ページ

• 部局に対応

• 部局記入欄

環境目標

環境側面

関連法規制

教育研修の記録

内部監査の記録

※ 部局の構成員が、日常の記録（管理）として
使用できます。

※ すべての構成員が使用する内容を
記載しています。（記録は別様式（MU-R））



以下、簡易（スリム）版に追加した
「部局記入欄」について解説します。

①環境目標
②環境側面
③関連法規制
④教育研修の記録
⑤内部監査の記録
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簡易（スリム）版「部局記入欄」
①環境目標
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◎環境側面 ※　自部局の「著しい環境側面【特に本来業務の中で環境に影響を与える活動】」にチェックして活用

メモ（自部局用：環境側面）

CO2排出削減（照明の省エネ活動） CO2排出削減（空調の省エネ活動）
CO2排出削減（冷蔵冷凍機器管理）

環境教育（授業カリキュラム）の実施 環境研究の推進及び実施 社会貢献活動の実施

その他の活動
CO2排出削減（ノーマイカー） フロン類（エアコン）の点検

具体的に：

ペーパレス化（会議等の電子化）

化学物質の購入、使用及び管理 化学物質の廃棄 リスク管理（SDS管理）研究者・学生
3R活動（リサイクルシステムの活動） 3R活動（古紙回収） 3R活動（グリーン購入）✓

✓
✓

✓

✓ 緑のカーテン

ポイント
※ 各部局・ユニットの業務内容を踏まえて、環境に影響を与える活動を ✓ チェック する。
※ チェックする際には、12月に実施・記入した「環境影響調査票 MU-R-6.1.2-1（各部局用）」を参考にする。

記入例 ・ 事務作業・窓側に緑のカーテン



簡易（スリム）版「部局記入欄」
②環境側面

◎環境関連法規制 ※　自部局の「順守が必要な環境関連の法律」にチェックして活用

☑

メモ（自部局用：環境関連法規制）

・土壌汚染対策防止法

・悪臭防止法
【生活環境】

・大気汚染防止法

・下水道法
・浄化槽法
・水質汚濁防止法

・建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）
・資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）

・特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の
促進に関する法律（ＰＲＴR法）
・毒物及び劇物取締法
・放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
・労働安全衛生法

・廃棄物処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）

・振動規制法
・騒音規制法

・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
・高圧ガス保安法

排水処理の有無

洗浄施設設置/土地利用変更

・消防法及び火災予防条例

その他

法規制名 該当項目／活動

ボイラー/焼却設備の有無

排水処理の有無
排水処理の有無

・三重県地球温暖化対策推進条例

・環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
・環境情報の提供の促進による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する
法律
・高齢者、障害者等移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）

・エネルギーの使用の合理化等に関する法律
・地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
・国等における温室効果ガスの排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（環境配
慮契約法）
・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（旧：特定製品に係るフロン類
の回収及び破壊の実施の確保などに関する法律）

・特定家電用機器再商品化法（家電リサイクル法）
・使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）
・三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例
・津市廃棄物の減量及び処理に関する条例

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）
建設工事（新築・改築）
PC　蓄電池の廃棄時

特定高圧ガス消費届

PRTR試薬の使用

薬品の使用/実験廃液の排出
放射線同位元素等の使用
化学物質の使用／SDS管理

アンモニア等の化学物質使用
冷暖房装置の室外機、排風機
送風機の運転/冷暖房装置

核燃料物質等の使用等

建築、修繕又は模様替え
危険物屋内貯蔵所

【大気保全】

【水質保全】

【土壌】

【化学物質】

【廃棄物・循環型社会】

【地球環境】

設備、機器の（簡易）点検

計画書/報告書、廃棄部減量

環境保全活動

環境報告書

【総合・分野横断】

一般廃棄物の排出減量

電気、ガス、重油等の使用
電気、ガス、重油等の使用
大規模な新築・改築
物品購入（契約）/産業廃棄物
処理（契約）

家電4製品の廃棄
使用済小型電子機器等廃棄
産業廃棄物の適正排出

廃棄物/実験用廃液の排出
物品の購入

その他
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ポイント
※ 各部局・ユニットの業務内容を踏まえて、環境に関連する法規制を ✓ チェック する。
※ チェックする際には、12月に実施・記入した「環境影響調査票 MU-R-6.1.2-1（各部局用）」を参考にする。

記入例・薬品使用の実験あり

◎環境関連法規制 ※　自部局の「順守が必要な環境関連の法律」にチェックして活用

☑

メモ（自部局用：環境関連法規制）

・土壌汚染対策防止法

・悪臭防止法
【生活環境】

・大気汚染防止法

・下水道法
・浄化槽法
・水質汚濁防止法

・建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）
・資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）

・特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の
促進に関する法律（ＰＲＴR法）
・毒物及び劇物取締法
・放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
・労働安全衛生法

・廃棄物処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）

・振動規制法
・騒音規制法

・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
・高圧ガス保安法

排水処理の有無

洗浄施設設置/土地利用変更

・消防法及び火災予防条例

その他

法規制名 該当項目／活動

ボイラー/焼却設備の有無

排水処理の有無
排水処理の有無

・三重県地球温暖化対策推進条例

・環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
・環境情報の提供の促進による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する
法律
・高齢者、障害者等移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）

・エネルギーの使用の合理化等に関する法律
・地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
・国等における温室効果ガスの排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（環境配
慮契約法）
・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（旧：特定製品に係るフロン類
の回収及び破壊の実施の確保などに関する法律）

・特定家電用機器再商品化法（家電リサイクル法）
・使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）
・三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例
・津市廃棄物の減量及び処理に関する条例

・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）
建設工事（新築・改築）
PC　蓄電池の廃棄時

特定高圧ガス消費届

PRTR試薬の使用

薬品の使用/実験廃液の排出
放射線同位元素等の使用
化学物質の使用／SDS管理

アンモニア等の化学物質使用
冷暖房装置の室外機、排風機
送風機の運転/冷暖房装置

核燃料物質等の使用等

建築、修繕又は模様替え
危険物屋内貯蔵所

【大気保全】

【水質保全】

【土壌】

【化学物質】

【廃棄物・循環型社会】

【地球環境】

設備、機器の（簡易）点検

計画書/報告書、廃棄部減量

環境保全活動

環境報告書

【総合・分野横断】

一般廃棄物の排出減量

電気、ガス、重油等の使用
電気、ガス、重油等の使用
大規模な新築・改築
物品購入（契約）/産業廃棄物
処理（契約）

家電4製品の廃棄
使用済小型電子機器等廃棄
産業廃棄物の適正排出

廃棄物/実験用廃液の排出
物品の購入

その他

✓

✓

✓



簡易（スリム）版「部局記入欄」
③関連法規制

◎環境目標 ※　自部局の「環境目標」にチェックして活用

その他の活動 具体的に：
ペーパレス化リサイクルシステムの活用 古紙回収
グリーン購入照明の省エネ活動 空調の省エネ活動

環境教育（授業カリキュラム）の実施 環境研究の推進及び実施 社会貢献活動の実施

化学物質の適正使用及び管理ノーマイカー・エコ通勤 フロン類（エアコン）の点検
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ポイント
※ 各部局・ユニットの業務内容を踏まえて、環境目標に ✓ チェック する。
※ チェックする際には、各部局の「EMS年間実施計画書（MU-R-6.2.2-1）」を参考にする。

記入例

✓ ✓
✓

✓



簡易（スリム）版「部局記入欄」
④教育研修の記録
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ポイント
※ 各部局・ユニットで実施した、教職員（構成員）対象の環境教育の実施に関して記入をする。

また、構成員が参加した全学および学外の環境教育があれば記入をする。

◎教育研修 ※　自部局の「教育研修」の実施して活動記録を記載して活用

実施日研修実施責任者対象者・出席者研修名・研修内容

記入例

新任研修・（環境活動項目）
省エネ・分別・環境目標

新しく着任した職員
●●さん、▲▲さん、・・・

課長、
ﾕﾆｯﾄ環境担当者

4月**日

エネルギー研修会・（夏の省エネ活動）
職員
◆◆さん、■■さん、・・・

7月**日国際環境教育
研究センター

（外部機関） 地球温暖化セミナー
・温暖化対策

職員
★★さん

県環境生活部 10月**日



簡易（スリム）版「部局記入欄」
⑤内部監査の記録
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ポイント
※ 各部局・ユニットが直近で実施された環境内部監査の結果を踏まえて記載をする。

記入例

◎内部監査の実施 ※　自部局の「内部監査」の活動記録を記載して活用

指摘の内容

／ 有　・　無 ／

内部監査受審ユニット 実施日 指摘の有無 指摘に対する処置

／ 有　・　無

処置日

／●●●ユニット
（講座）

空調（エアコン）の設定
温度が共有されていない

7
**

7
**

8
**

ー ー▲▲▲ユニット
（講座）

夏期は室温が19度と
なるようにエアコンを
運用する掲示をした



以下、
簡易（スリム）版
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